
標準報酬の月額の決定・改定の仕組

固定的給与の変動があること。通勤手当が変わったときや管理職手当が支給されるこ
とになったときなど。（休職による減額は除きます。）

①の変動があった月から3か月間の報酬の平均による標準報酬の月額と、従前の標準報酬の
月額との間に2等級以上の差があること。

①の変動があった月から3か月の支払基礎日数が全て17日以上であること。

①の変動の理由が増額（減額）の場合、3か月間の報酬の平均額の変動も増加（減少）
であること。

次の全ての要件に該当する場合に、標準報酬の月額を改定します。

● 随時改定の要件

報酬月額
標準報酬の

月額を決定 !!基本給
諸手当

（通勤手当、扶養手当、
住居手当など）

資格取得時決定

随時改定

要件①

要件②

要件③

要件④

標準報酬等級表
（6ページ）にあてはめて

　給料や期末手当等から控除される掛金や負担金は、標準報酬の月額や標準期末手当等の額に基づいて計算さ
れます。
　標準報酬の月額とは、報酬月額（基本給＋諸手当）を標準報酬等級表（6ページ参照）にあてはめた額であり、
標準期末手当等の額とは、期末手当等の額から千円未満を切捨てた額です。
　標準報酬の月額の決定や改定は、「資格取得時決定」、「定時決定」、「随時改定」、「育児休業等終了時改定」、「産
前産後休業終了時改定」がありますが、今回は「資格取得時決定」及び「随時改定」について説明します。

　組合員の資格を取得したときは、資格を取得した日の報酬月額に基づき標準報酬の月額を決定します。
　「資格取得時決定」により決定された標準報酬の月額は、組合員の資格を取得した日からその年の8月31
日（6月1日から12月31日までの間に組合員の資格を取得したときは、翌年の8月31日）まで適用されます。

　報酬の額が昇給・昇格などにより変動し、一定の要件を満たした場合には、標準報酬の月額を改定します。
この改定を「随時改定」といいます。
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● 随時改定のイメージ

要件③

要件②要件①

前月

当月

固定的
給与 固定的

給与
固定的
給与

固定的
給与

固定的
給与

変動前の
標準報酬の
月額

変動後の
標準報酬の月額

非固定的
給与 非固定的

給与
非固定的
給与

非固定的
給与

変動分 変動分 変動分

固定的
給与 変動 平均 比較

固定的給与の変動 2等級以上の差

支払基礎日数が全て17日以上変動があった月から継続した3月間

勤務実績に直接関係なく、一定額が継続して支給される報酬
（給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、管理職手当など）

勤務実績に応じて変動する報酬
（時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当など）

固定的給与

非固定的給与

災害見舞金の請求はお済みですか？

マイナンバーカードの健康保険証利用について
～開始時期が延期となりました～

～火災や台風などにより住居・家財に損害を受けた方へ～ 短期給付の請求は
時効があります！！

　火災により住居が全焼・半焼した時や台風などにより住居の床上まで浸水した時に、住居や家財に損
害が生じた場合、損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。
　短期給付の請求の時効は、給付事由が生じた日から2年です。
※令和元年台風19号の請求期限は令和3年10月11日です。請求のお済みでない方は、請求書等を
　共済事務担当課に提出してください。

　令和3年3月から医療機関を受診する際にマイナンバーカードが健康保険証として利用できる予定でし
たが、厚生労働省においてシステムの安定性確保やデータの正確性担保などの観点から、利用開始は先
送りとなりました。
　なお、開始時期は令和3年10月頃となっております。
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